
京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程を公布する。 

  平成２２年３月３１日 

           京都市選挙管理委員会委員長 國枝 克一郎 

京都市選挙管理委員会規程第３号 

   京都市選挙管理委員会規程の一部を改正する規程 

 京都市選挙管理委員会規程の一部を次のように改正する。 

 第２４条第２項第７号を削り，同項第８号中「規則」を「京都市職員の

倫理の保持に関する条例施行規則」に改め，同号を同項第７号とし，同項

中第９号を第８号とし，第１０号を第９号とし，第１１号を削り，同項第

１２号中「削除」を「利用停止」に改め，同号を同項第１０号とし，同項

第１３号を同項第１１号とし，同項第１４号中「個人情報保護審査会」を

「情報公開・個人情報保護審査会」に改め，同号を同項第１２号とし，同

項第１５号から同項第１８号までを２号ずつ繰り上げる。 

   附 則 

 この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

       （選挙管理委員会事務局選挙課） 


